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　昭和32年（1957）に、米子城跡の一部が都市公園（現在の湊山公園）となり、公園としての整備
が行われました。しかし、文化財を保護するための取り組みは、応急的な整備にとどまったため、文化
財として米子城跡が持つ価値の保存のための整備は十分ではありませんでした。それから60年以上
が経過した現在、石段は傷み滑りやすくなっていたり、石垣が孕

は ら

み出したりと経年劣化が進んでいま
す。より良い姿で後世に米子城跡を残すためにも、史跡として必要な整備をする必要があります。

なぜ、整備をする必要があるの？

　米子市では、平成18年(2006) に国史跡として指定を受けた米子城跡が有する価値を明らか
にし、今後の整備の基本的な方向性を示すために、平成31年(2019)に「史跡米子城跡整備基
本計画」を策定しました。令和3年(2021) 米子城跡三の丸の一部にあたる「旧湊山球場」敷地に
ついて、国史跡米子城跡の追加指定を受けました。これにより、史跡米子城跡を確実に保存・管理
し、後世に継承するとともに、より多くの人が米子城跡に来訪し、その価値や魅力について理解を
深めてもらうために「史跡米子城跡整備基本計画（三の丸編）」を策定しました。今後もこの計画
に基づき着実に保存・整備に取り組みます。

① 山陰地方で他に先駆けて築かれた本格的な近世初期の城郭
　米子城は戦国時代末期から江戸時代まで西伯耆（現在の鳥取県西部）支配の拠点城郭で、一国一城令での取り
壊しを免

まぬが

れ、明治時代初期まで存続していました。現在では、天守台をはじめとする各郭
くるわ

の石垣が往時の形態を良く
残しており、近年の発掘調査では、「登り石垣」などの特色ある遺構も確認されています。

② 地形を巧みに利用した縄張りと、海城の性格を併
あわ

せ持つ平山城
　中海に張り出す丘陵地形を利用し、湊山全体を天然の要害として築いた平山城で、「登り石垣」と「竪堀」によって
中海側と深浦側の防衛ラインを構築し、御殿のあった二の丸を防御していました。

③ 地域の景観的・歴史的ランドマークとしての存在
　中心市街地に位置し、本丸からは東に大山、西に中海、北に市街地と弓ヶ浜、日本海、島根半島、さらには隠岐の島、
南には中国山地の山並みといった360 度のパノラマがひろがります。近年ではこの素晴らしい眺望から「絶景の城」と
して知られており、市街地から見える石垣とあわせて景観的・歴史的ランドマークとなっています。

④ 中心市街地における市民の憩いの場
　米子城跡は、都市公園「湊山公園」の区域の一部に含まれています。本丸からの眺望や城跡の景観とともに、彫刻
ロードへのルートなどを含め中心市街地における市民の憩いの場として親しまれています。

米
子
城
跡
の
本
質
的
価
値

観光振興・
地域活性化への寄与

史跡整備により、存在を顕在化させることで、史跡米子城跡の価値を
視覚的に伝えるとともに、観光拠点としての充実、イメージ向上につなげ、
中心市街地の活性化に寄与します

地域シンボルの
顕在化

米子城跡の持つ多様な価値を高める整備を行い
地域のシンボルとしての存在意識を高め、
歴史と文化に根差したまちづくりに寄与します

米子城跡の調査研究、
将来への継承

米子城跡の全容解明を進め
価値ある歴史的遺産を将来に確実に継承します

◆ 整備の基本理念

整備を
進 める
ために

史跡米子城跡の整備について



復元に対する考え方 十分な調査研究により史実を把握し根拠を明確化したうえで、それに基づいた復元を
行うことにより史跡の価値を顕在化し、米子城跡の歴史的景観の魅力向上を図ります

◆ 整備基本計画の対象範囲及び史跡指定範囲
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◆ 整備のスケジュール

石垣カルテ

二の丸整備設計・施工

整備

短期 

本丸・内膳丸
ゾーン

二の丸ゾーン

三の丸ゾーン

追加指定

史料・発掘調査

石垣カルテ作成

設計・施工

案内看板等の設置案内看板等の設置

令和元年（2019）～令和5年（2023）
中期 

令和6年（2024）～令和10年（2028）
長期 

令和11年（2029）～令和15年（2033）

球場撤去

三の丸広場設計・施工三の丸広場設計・施工

石垣修理設計・施工

発掘調査

登城路

トイレ・ガイダンス設計・施工トイレ・ガイダンス設計・施工

※整備内容・スケジュールは予定であり、今後変更する場合があります
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史跡米子城跡三の丸整備イメージ図
史跡米子城跡の表玄関として、地域住民や国内外の観光客など、人 が々集い憩う広場三の丸整備理念
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史跡米子城跡の表玄関として、地域住民や国内外の観光客など、人 が々集い憩う広場

　この場所が市民から親しまれた「湊山
球場」であった歴史を伝えるため、実際に
使われていたホームベースなどのモニュメ
ントを設置します。

野球場メモリアルエリア
　発掘調査によって、内堀の位置と規模などが確認されました。
内堀を境界として、その内側が城郭中枢部の三の丸であること
が実感できるように、平面表示を行います。また、内堀エリアの一
部を米子城跡の「解説広場」とします。

内堀跡

　多目的空間として、米子城跡に親しん
でいただける憩いの広場を整備します。
また、二の丸高石垣の本来の高さを間
近で感じていただけます。

芝生広場

　石垣の現状や問題箇所を把握する
ため、「石垣カルテ」を順次作成してい
ます。石垣にゆがみやズレなどの変化が
認められた箇所は伝統的な手法により、
歴史的な価値を損なわない方法で修
理を行います。

枡形石垣

　発掘調査や絵図によって確認された
米蔵２棟の位置や規模がわかるよう平
面表示を行い、三の丸の役割を分かり
やすく伝えます。

米蔵跡

　発掘調査で確認された三の丸の城
内道を、絵図に基づき新たに遊歩道とし
て整備します。

遊歩道

発掘調査で見つかった
米蔵の基礎

江戸時代の絵図の米蔵

※令和5年3月時点の整備イメージ図です。今後、整備内容を変更する場合があります



　石垣や竪堀、井戸、礎石等の地上に露出している遺構に
ついては、それぞれの立地環境や遺構の性質に応じ、適切
な処理や保存環境の改善を図ります。地下の遺構について
は露出展示などを行う場合を除き、原則として地下に埋蔵
された状態を維持したうえで、保護に努め、適切な遺構整
備を行います。

遺構の保護

　石垣は、米子城の本質的価値の根幹となる城郭遺構で
す。現在、城跡に残る石垣は、米子城の「歴史の証拠」であ
り、歴史の変遷を語る本物の遺構です。
　石垣修理では、現在の積み上げられた状態で残ってい
る部分を最大限活かしながら、崩落等の危険性の高い箇
所を修理します。そして、修理を通じて、伝統的な石垣の築
造・加工技術の継承につなげます。

石垣修理

調査研究

　米子城跡の動植物などの豊かな自然環境に配慮しつつ、
石垣などの遺構の保全、来訪者の安全確保、天守台からの
眺望及び城下からの米子城跡の景観確保について適切に
維持します。このため、石垣などの遺構に近接している樹木
について史跡の保護などに支障となる場合、専門家の指導
を踏まえ必要に応じて伐採や剪定などの適切な管理を行
います。

史跡保護と自然環境の調和

発掘調査によって当時の高さは約4mであったことが分かった
枡形石垣の本来の高さを実感できるような整備を予定している

　史跡の整備を進めるにあたっては、発掘調査、史資料調
査などの調査研究が不可欠です。これまでに実施してきた
調査の成果を踏まえ、米子城跡の縄張り（構造）や遺構など
の全体像を解明するとともに、史跡の価値の確実な保存、
継承に取り組むための調査研究を引き続き進めます。

発掘調査によって存在が明らかになった登り石垣

枡形石垣：角石が浮いたり、ひび割れたりしている
活動団体の協力のもとで、米子城跡の植物や

野鳥について紹介するマップを作成

史跡米子城跡 整備の方向性



　登城路や便益施設、案内表示の整備など、来訪者の
安全・快適な利用のための整備にも取り組んでいきます。

〈便益施設（トイレ・ガイダンス）〉
　地下遺構に配慮し、ガイダンス機能や、コインロッカー
を付設した、利便性の高いトイレを設置します。

〈サイン（案内表示）の整備〉
　国立米子工業高等専門学校と協力し、米子城跡内に設置するサイ
ン（案内表示）に関するルールを策定しました。ルールに基づき、米子
城跡を十分に理解でき、散策を楽しめる史跡にふさわしいサインの整
備を行います。

〈登城路整備〉
　来訪者の増加を踏まえ、経年劣化した登城路について遺構の保護
を目的として安全、景観や自然環境への影響、耐久性を考慮し、来訪
者の安全性、快適性を向上するための整備を行います

便益施設などの整備

　調査、整備の状況を公開するとともに、多種多
様な取り組みを通して、米子城跡の魅力を広く
発信しています。そして、城下町エリアや日本遺
産の構成文化財である「加茂川の地蔵群」、中
海などの米子城跡の周辺地域が有する特徴的
な歴史文化資源・自然資源を活用した取り組み
を推進します。

公開・活用

総合案内看板の作成

便益施設（トイレ・ガイダンス）の完成イメージ図

北側

南側

整備中の登城路

枡形登城口ルート

本丸

湊山公園
駐車場

西登城口ルート

枡形

整備予定の登城路

米子城ライトアップ

初日の出を米子城から拝むイベント
「新年明けまして米子城」

CGで再現したかつての米子城
（米子城VRとして体験可能）

史跡米子城跡 整備の方向性



　米子市の中心市街地、標高約90mの湊山（みなとやま）に築かれた米子城は、別名「久米城」（くめじょう）とも呼ば
れ、安土桃山時代に築かれ始めた、本格的な近世城郭です。山頂に五重の天守と四重の副天守（四重櫓）の大小２つ
の天守を持つ壮麗な城で、周囲には中海の水を引き込んだ二重の堀が廻らされていました。
　城内の建物は失われていますが、往時の遺構が良好に残されていることから、平成18年(2006)に国史跡に指定され
ました。また、令和3年（2021）には江戸時代に米蔵が建ち並んでいた三の丸の一部が追加指定されています。
　大山や中海を一望できる天守台からの眺めは、絶景の城として多くの市民や来訪者に親しまれています。

史跡米子城跡  大小天守を持つ山陰随一の名城
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国指定史跡 米子城跡

戦　国

応仁元年 (1467) この頃、山名教之の配下、山名宗之（宗幸）が米子飯山砦を築いたと伝わる

大永4年 (1524) 出雲の尼子経久が伯耆に攻め入り、米子城を従える

永禄5年 (1562) この頃、米子城は毛利氏によって制圧される

安土桃山

天正19年 (1591) 東出雲・西伯耆・隠岐の領主 吉川広家が米子湊山に築城開始する

慶長5年 (1600) 関ヶ原の戦いの結果、吉川広家は周防国岩国へ転封。中村一忠が伯耆国18万石の
領主となり、駿河国から尾高城に入る

慶長7年 (1602) この頃、中村一忠が尾高城から完成した米子城に移る

江　戸

慶長8年 (1603) 中村一忠が家老横田内膳村詮を誅殺する

慶長14年 (1609) 中村一忠が20歳で急死し、中村家が断絶する

慶長15年 (1610) 美濃国黒野城主 加藤貞泰が伯耆国会見・汗入郡6万石領主として米子城主となる

元和元年 (1615) 幕府が一国一城令を発し、伯耆国では米子城以外が廃城される

元和3年 (1617) 加藤貞泰、伊予国大洲に転封となる

寛永9年 (1632) 池田光仲が因伯の領主となり、以後、筆頭家老の荒尾氏が代々米子城預かりとなる

明　治

明治2年 (1869) 米子城が藩庁に引き渡される

明治5年 (1872) 米子城が士族に払い下げられる

明治6年 (1873) 城内の建物類が売却され、数年後、取り壊される

昭　和 昭和52年 (1977) 米子市指定史跡となる

平　成 平成18年 (2006) 本丸跡、内膳丸跡、二の丸跡が国の史跡に指定される

令　和 令和３年 (2021) 三の丸跡の一部が国の史跡に追加指定される

米子城関連年表


